
 

 

2013 年 7月９日 
各位 

 
会 社 名  株 式 会 社 Ｗ Ｏ Ｗ Ｏ Ｗ 
代表者名  代表取締役社長 和崎 信哉 

（コード番号 4839 東証第一部） 
 
 
 

B-CAS カードの不正視聴に係る民事訴訟の第一審判決に関する 
共同リリースの発行について 

 
 
 

2013 年 5月 9日に株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役社長 和崎 信哉）、株式会
社スター・チャンネル（本社：東京都港区、代表取締役社長 木田 由紀夫）及びスカパーJSAT 株式会
社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長 高田 真治）の有料放送事業者 3 社は、有料放送
を無料で視聴できるように不正に改ざんされた B-CAS カードを第三者に譲渡した等の行為について、
不正競争防止法違反等の罪で有罪判決が確定した 2名に対して、損害賠償の支払いを求める民事訴訟を
東京地方裁判所に提起しておりました。 
このたび、東京地方裁判所にて第一審判決の言い渡しが行われましたので、お知らせいたします。詳
細は別紙の通りです。 
 
 
 

 
以 上 

 
【お問い合わせ先】（マスコミ関係）広 報 部  TEL03(4330)8080  

（ I R 関 係 ）IR 経理部  TEL03(4330)8089 



 

 

 
2013 年 7 月 9 日 

報道関係各位 

株式会社ＷＯＷＯＷ 

株式会社スター・チャンネル 

スカパーＪＳＡＴ株式会社 

 

B-CAS カードの不正視聴に係る民事訴訟の第一審判決について 
 

2013 年 5 月 9 日に株式会社ＷＯＷＯＷ（本社：東京都港区、代表取締役社長 和崎 信哉）、

株式会社スター・チャンネル（本社：東京都港区、代表取締役社長 木田 由紀夫）及びスカパ

ーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長 高田 真治）の有料放送

事業者 3社は、有料放送を無料で視聴できるように不正に改ざんされた B-CAS カードを第三者

に譲渡した等の行為について、不正競争防止法違反等の罪で有罪判決が確定した 2名に対して、

損害賠償の支払いを求める民事訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました。 

このたび、東京地方裁判所にて第一審判決の言い渡しが行われましたので、お知らせいたし

ます。 

 

記 
 
 

1. 訴訟を提起した裁判所及び年月日 

東京地方裁判所 2013 年 5 月 9日 

 

2. 訴訟を提起した者（原告） 

株式会社ＷＯＷＯＷ 

株式会社スター・チャンネル 

スカパーＪＳＡＴ株式会社 

 

3. 訴訟を提起した相手（被告） 

東京都内在住の 37 歳（男）、44 歳（男）の計 2名 

 

4. 訴訟の内容 

不正競争防止法違反及び不法行為に基づく 339 万 6,529 円の損害賠償請求 

 

5. 第一審判決の内容 

2013 年 7 月 4日 44 歳（男）に対して損害請求額全額（177 万 2,181 円）支払いの判決 

2013 年 7 月 9日 37 歳（男）に対して損害請求額全額（162 万 4,348 円）支払いの判決 

 
以上 

 

＊報道関係からのお問い合わせ先： 

株式会社ＷＯＷＯＷ  広報部 

TEL：03-4330-8080   FAX：03-4330-8090 

株式会社スター・チャンネル 広報担当 木曽・和光 

TEL：03-5114-2323   FAX：03-5114-2377 E-mail:koho@star-ch.co.jp 

スカパーＪＳＡＴ株式会社  広報・IR 部 

TEL：03-5571-7600   FAX：03-5571-1760 E-mail:pr@sptvjsat.com 
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